
処遇改善等加算による 
賃金改善の考え方 

むずかしい・・・。 

基準年度？ 

法定福利費の計算って？ 

人件費の改定も！ 

よくわからない・・・。 

別紙２ 
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処遇改善 ＝ 基準年度水準からの賃金改善 

等級 賃金月額 

1号 170,000円 

2号 175,000円 

3号 180,000円 

4号 185,000円 

5号 190,000円 

6号 195,000円 

基準年度水準（例：平成24年度） 当年度水準（例：平成30年度） 

等級 賃金月額 

1号 190,000円 

2号 195,000円 

3号 200,000円 

4号 205,000円 

5号 210,000円 

6号 215,000円 

Q. 「基準年度水準の賃金」と「賃金改善額」はいくら？ 2 



公定価格における人件費の改定状況を踏まえた部分 

出典：平成30年度 子ども・子育て支援新制度市町村向けセミナー資料 
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法定福利費等の事業主負担増加額の考え方 （１／２） 

出典：平成30年度 子ども・子育て支援新制度市町村向けセミナー資料 

上記の法定福利費等の事業主負担分のうち、処遇改善等加算による賃金改善に伴って 
増加した分については、加算実績額から控除して賃金改善を行います。 
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法定福利費等の事業主負担増加額の考え方 （２／２） 

出典：平成30年度 子ども・子育て支援新制度市町村向けセミナー資料 

社会保険料等の事業主負担増加額の算定方法 
 
→事業所全体の賃金改善所要額に実態上の社会保険料率（例えば一律15%等）を乗じる 5 



処遇改善等加算Ⅰ・Ⅱの実績報告時における 
加算実績額、社会保険料等、及び賃金改善額の取扱い 

 【賃金改善額の計算】 
 支給賃金額 － 基準年度水準の賃金 － 公定価格改定分 ＝ 賃金改善額 
 （215,000円）      （195,000円）        （10,000円）     （10,000円） 

 ※ 上記の計算式で求めた金額に、翌年度等に精算した金額を含めます。 

 
 
 【社会保険料等の計算】 
 賃金改善額 × 実態上の社会保険料率 ＝ 社会保険料等事業主負担増加額 
 （10,000円）         （15%）                （1,500円） 

 ※ 上記の計算式で求めた金額に、翌年度等に精算した金額を含めます。 

 
 
 【加算実績額との比較】 
 賃金改善額 ＋ 法定福利費等 ＋ 精算額 ≧ 加算実績額 
 （10,000円）     （1,500円）    （1,000円）   （12,500円） 
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